
三 第４２条の４ ((試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除))関係

改 正 後 改 正 前

（試験研究費に含まれる人件費） （試験研究費に含まれる人件費）

４２の４－１ 措置法第４２条の４第３項第２号………………… ４２の４－１ 措置法第４２条の４第８項第１号…………………

（試験研究費の範囲が改正された場合の取扱い） （試験研究費の範囲が改正された場合の取扱い）

４２の４－４ 試験研究費に含まれる費用の範囲が改正された場合には、措置法 ４２の４－４ 試験研究費に含まれる費用の範囲が改正された場合には、措置法

第４２条の４第３項第３号に規定する「適用年度の開始の日前５年以内に開始 第４２条の４第８項第２号に規定する基準年度（同条第７項において読み替え

した各事業年度」（以下「比較年度」という。）又は同項第４号に規定する て適用する場合を含む。以下４２の４－６において「基準年度」という。）から

「適用年度の開始の日前２年以内に開始した各事業年度」（以下「基準年 同条第１項又は第４項に規定する適用年度（以下４２の４－６において「適用

度」という。）の試験研究費の額についてもその改正後の規定により計算す 年度」という。）の直前の事業年度までの各事業年度の試験研究費の額につい

るものとする。 てもその改正後の規定により計算するものとする。

（試験研究費の額の統一的計算） （試験研究費の額の統一的計算）

４２の４－６ 措置法第４２条の４第１項の規定は、試験研究費の額が増加した場 ４２の４－６ 措置法第４２条の４第１項又は第４項（同項第２号の規定の適用を

合に法人税額の特別控除を認めるものであるから、比較年度、基準年度及び 受ける場合に限る。）の規定は、試験研究費の額が増加した場合に法人税額の

適用年度の試験研究費の範囲、試験研究費を計算する場合の共通経費の配賦 特別控除を認めるものであるから、これらの規定の適用に当たっては、次の

基準等については、継続して同一の方法によることに留意する。 ことに留意する。

基準年度から適用年度までの各事業年度の試験研究費の範囲、試験研究

費を計算する場合の共通経費の配賦基準等については、継続して同一の方

法によるべきものであること。

適用年度において同条第６項に規定する特定株式（以下４２の４－６にお

いて「特定株式」という。）を取得していない場合には、基準年度から適用

年度の直前の事業年度までの各事業年度において特定株式を取得している

ときであっても、同条第８項第２号に規定する比較試験研究費の額の計算

に当たっては、当該各事業年度において取得した特定株式の取得価額の

１００分の２０に相当する金額は当該各事業年度の試験研究費の額に加算し

ないこと。

（廃 止） （試験研究費の額がない場合の税額控除）

４２の４－７ 法人が措置法第４２条の４第８項第３号に規定する基盤技術開発研

究用資産（以下「基盤技術開発研究用資産」という。）を事業の用に供した場

(　)1

(　)2



合には、その事業の用に供した事業年度において損金の額に算入される試験

研究費の額がないときであっても同条第２項の規定の適用があることに留意

する。

（廃 止） （基盤技術開発研究用資産の範囲）

４２の４－８ 措置法第４２条の４第２項（同条第３項及び第４項（同項第１号の

規定の適用を受ける場合に限る。）を含む。以下同じ。）の規定の適用の対象と

なる基盤技術開発研究用資産は、昭和６０年３月３０日付大蔵省告示第４７号の別

表に掲げる資産のうち同条第８項第３号に規定する技術の開発研究のために

直接使用されているものに限られるから、製品の生産工程の一部において使

用されているなど当該技術の開発研究のために使用されていない資産につい

ては、同条の規定の適用がないことに留意する。

（廃 止） （附属機器等の同時設置の意義）

４２の４－９ 昭和６０年３月３０日付大蔵省告示第４７号の別表において本体と同時

に設置することを条件として基盤技術開発研究用資産に該当する旨の定めの

ある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に

設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。

（廃 止） （基盤技術開発研究用資産を貸し付けた場合の不適用）

４２の４－１０ 法人が取得し、製作し、又は建設した基盤技術開発研究用資産を

他に貸し付けた場合には、たとえその貸し付けを受けた者が当該基盤技術開

発研究用資産を措置法第４２条の４第８項第３号に規定する技術の開発研究の

ために使用したとしても、当該基盤技術開発研究用資産については、同条第

２項の規定の適用がないことに留意する。

（廃 止） （基盤技術開発研究用資産の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額

の計算）

４２の４－１１ 法人が基盤技術開発研究用資産を事業の用に供した日を含む事業

年度後の事業年度において当該基盤技術開発研究用資産の対価の額につき値

引きがあった場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度にさかのぼ

って当該値引きのあった基盤技術開発研究用資産に係る措置法第４２条の４第

２項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。



（廃 止） （被合併法人から受け入れた基盤技術開発研究用資産の税額控除）

４２の４－１２ 被合併法人がその取得等をして事業の用に供した基盤技術開発研

究用資産につき減価償却費を計上せず、かつ、措置法第４２条の４第２項の規

定の適用を受けない場合において、合併法人が当該被合併法人から受け入れ

た当該基盤技術開発研究用資産について同条第２項の規定の適用を受けたと

きは、基本通達４－２－１７の(1)及び(2)に掲げる要件を備えているときに限

り、その適用を認めるものとする。

（中小企業者であるかどうかの判定の時期） （中小企業者であるかどうかの判定の時期）

４２の４－７ 法人が措置法第４２条の４第２項………………… ４２の４－１３ 法人が措置法第４２条の４第３項…………………

（従業員数基準の適用） （従業員数基準の適用）

４２の４－８ …………………………… ４２の４－１４ ……………………………

（常時使用する従業員の範囲） （常時使用する従業員の範囲）

４２の４－９ …………………………… ４２の４－１５ ……………………………

（出資を有しない公益法人等の従業員の範囲） （出資を有しない公益法人等の従業員の範囲）

４２の４－１０ …………………………… ４２の４－１６ ……………………………

（廃 止） （認定特定事業者に係る基準年度の選択適用）

４２の４－１７ 措置法第４２条の４第７項の規定の適用は、法人が各事業年度ごと

に選択することができるのであるから、継続適用はその条件とされていない

ことに留意する。

（申告に係るその控除を受けるべき金額） （申告に係るその控除を受けるべき金額）

４２の４－１１ 措置法第４２条の４第５項………………… ４２の４－１８ 措置法第４２条の４第１０項…………………



四 第４２条の５～第４８条 ((共通事項))  関係

改 正 後 改 正 前

第４２条の５～第４８条 ((共通事項))  関係 第４２条の５～第４９条 ((共通事項))  関係

（特定設備等の特別償却の計算） （特定設備等の特別償却の計算）

４２の５～４８（共）－１ 措置法第４２条の５第１項、第４２条の６第１項、第４２条 ４２の５～４９（共）－１ 措置法第４２条の５第１項、第４２条の６第１項、第４２条

の７第１項、第４２条の８第１項、第４２条の１２第１項、第４３条から第４５条の３ の７第１項、第４２条の８第１項、第４２条の９第１項、第４３条から第４５条の２

まで及び第４６条の２から第４８条まで………………… まで及び第４６条の２から第４９条まで…………………

（特別償却等の適用を受けたものの意義） （特別償却等の適用を受けたものの意義）

４２の５～４８（共）－２ …………………措置法第４２条の５第１項、第４２条の６ ４２の５～４９（共）－２ …………………措置法第４２条の５第１項、第４２条の６

第１項、第４２条の７第１項、第４２条の８第１項、第４２条の１２第１項及び第４３ 第１項、第４２条の７第１項、第４２条の８第１項、第４２条の９第１項及び第４３

条から第４８条まで………………… 条から第４９条まで…………………

（常時使用する従業員の範囲） （常時使用する従業員の範囲）

４２の５～４８（共）－３ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会 ４２の５～４９（共）－３ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会

の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第２条第１項第１号から の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第２条第１項第１号から

第３号まで、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第２条第５項第１号 第３号まで、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第２条第５項第１号

から第３号まで、中小企業経営革新支援法第２条第１項第１号から第３号ま から第３号まで、特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化へ

で、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第２条第１項第１ の適応の円滑化に関する臨時措置法第２条第１項第１号から第３号まで、中

号から第３号まで、中小小売商業振興法第２条第１項第１号から第３号ま 小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第２条第１項第１号から

で、中小企業流通業務効率化促進法第２条第１項第１号から第３号まで及び 第３号まで、中小小売商業振興法第２条第１項第１号から第３号まで、中小

漁業再建整備特別措置法第２条に規定する「常時使用する従業員の数」の意 企業流通業務効率化促進法第２条第１項第１号から第３号まで及び近促法第

義については、４２の４－９の取扱いを準用する。 ２条に規定する「常時使用する従業員の数」の意義については、４２の�４－１５

の取扱いを準用する。



五 第４２条の５((エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))  関係

改 正 後 改 正 前

（中小企業者等であるかどうかの判定の時期） （中小企業者等であるかどうかの判定の時期）

４２の５－１ 法人が、措置法第４２条の５第１項第５号又は第２項……………… ４２の５－１ 法人が、措置法第４２条の５第１項第５号…………………

…

（申告に係るその控除を受けるべき金額） （申告に係るその控除を受けるべき金額）

４２の５－１２ …………………４２の４－１１………………… ４２の５－１２ …………………４２の４－１８…………………



六 第４２条の６((電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除))関係

改 正 後 改 正 前

（申告に係るその控除を受けるべき金額） （申告に係るその控除を受けるべき金額）

４２の６－１７ …………………４２の４－１１………………… ４２の６－１７ …………………４２の４－１８…………………



七 第４２条の７ ((事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除))  関係

改 正 後 改 正 前

（事業年度の中途において特定中小企業者等に該当しなくなった場合の適用） （事業年度の中途において特定中小企業者等に該当しなくなった場合の適用）

４２の７－１ …………………措置法第４２条の７第１項に規定する特定中小企業 ４２の７－１ …………………措置法第４２条の７第１項に規定する特定中小企業

者等…………………措置法令第２７条の７第１項又は第１３項…………………措 者等（以下「特定中小企業者等」という。）…………………措置法令第２７条の

置法第４２条の７第１項及び第３項………………… ７第１項又は第１２項…………………同法第４２条の７第１項から第３項まで…

………………

…………………措置法規則第２０条の４第１項又は第４項に規定する………… …………………措置法規則第２０条の４第１項又は第６項に規定する…………

……… ………

法人が各事業年度の中途において措置法第４２条の７第２項に規定する特

定中小企業者等に該当しなくなった場合の同項の規定の適用についても同

様とする。

（取得価額の判定単位） （取得価額の判定単位）

４２の７－２ …………………取得価額が２８０万円以上又は１２０万円以上若しく ４２の７－２ …………………取得価額が２８０万円以上又は１２０万円以上………

は５００万円以上………………… …………

（圧縮記帳をした事業基盤強化設備の取得価額） （圧縮記帳をした事業基盤強化設備の取得価額）

４２の７－３ …………………取得価額が２８０万円以上又は１２０万円以上若しく ４２の７－３ …………………取得価額が２８０万円以上又は１２０万円以上………

は５００万円以上………………… …………

（事業年度の中途において大規模法人に該当しなくなった場合の適用） （事業年度の中途において大規模法人に該当しなくなった場合の適用）

４２の７－４ …………………………… ４２の７－４ ……………………………

…………………同条第１項第２号又は第３号…………………措置法令第 …………………同条第１項第２号…………………措置法令第２７条の７第

２７条の７第１項又は第１３項………………… １項又は第１２項…………………

（貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与） （貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与）

４２の７－８ 措置法第４２条の７第１項に規定する特定中小企業者等である法人 ４２の７－８ 特定中小企業者等である法人が、…………………

が、…………………

…………………………… ……………………………

（特殊の減価償却資産の耐用年数） （特殊の減価償却資産の耐用年数）

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）



４２の７－１３ …………………措置法令第２７条の７第１２項第１号………………… ４２の７－１３ …………………措置法令第２７条の７第１１項第１号…………………

（リース費用の均等支払の判定） （リース費用の均等支払の判定）

４２の７－１４ …………………措置法令第２７条の７第１２項第３号………………… ４２の７－１４ …………………措置法令第２７条の７第１１項第３号…………………

（リース費用に含まれない費用） （リース費用に含まれない費用）

４２の７－１５ 措置法令第２７条の７第１３項………………… ４２の７－１５ 措置法令第２７条の７第１２項…………………

（申告に係るその控除を受けるべき金額） （申告に係るその控除を受けるべき金額）

４２の７－１７ …………………４２の４－１１………………… ４２の７－１７ …………………４２の４－１８…………………



八 第４２条の８ ((事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除))  関係

改 正 後 改 正 前

（内部取引による益金の額の総収入金額からの除外） （内部取引による益金の額の総収入金額からの除外）

４２の８－８ 試験研究費割合を計算する場合において、準備金勘定又は引当金 ４２の８－８ 試験研究費割合を計算する場合において、準備金勘定又は引当金

勘定の取崩しによる益金算入額、措置法第６５条の７第４項の規定による買換 勘定の取崩しによる益金算入額、措置法第６５条の７第４項の規定による買換

資産を事業の用に供しない場合等の益金算入額、法第４８条等の規定による特 資産を事業の用に供しない場合等の益金算入額、同法第６６条第２項又は第３

別勘定の益金算入額及び令第１８８条第２項の規定による事業継続要件を満た 項の規定による出資要件を満たさない場合等の益金算入額及び法第４８条等の

さない場合等の益金算入額並びに資産の評価換えによる益金等の内部取引に 規定による特別勘定の益金算入額並びに資産の評価換えによる益金等の内部

関する益金の額は、総収入金額に算入しないものとする。 取引に関する益金の額は、総収入金額に算入しないものとする。

（固定資産又は有価証券の譲渡に係る収入金額） （固定資産又は有価証券の譲渡に係る収入金額）

４２の８－９ …………………………… ４２の８－９ ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

法第５１条第１項に規定する特定出資又は措置法第６６条第１項に規定する 法第５１条第１項に規定する特定出資により取得した株式（出資を含む。）

特定共同出資により取得した株式（出資を含む。）のうち、現物出資をした のうち、現物出資をした固定資産及び有価証券に係るものの取得の時にお

固定資産及び有価証券に係るものの取得の時における価額の合計額 ける価額の合計額

１ …………………………… １ ……………………………

２ …………………………… ２ ……………………………

（試験研究費の額の範囲） （試験研究費の額の範囲）

４２の８－１０ 措置法令第２７条の８第４項に規定する試験研究費の額には、その ４２の８－１０ 措置法令第２７条の８第４項に規定する試験研究費の額には、その

試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないことに留 試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額及び措置法第４２条の４

意する。 第６項に規定する特定試験研究会社の株式のうち当該事業年度において取得

したものの取得価額の２０％に相当する金額は含まれないことに留意する。

…………………………… ……………………………

（申告に係るその控除を受けるべき金額） （申告に係るその控除を受けるべき金額）

４２の８－１８ …………………４２の４－１１………………… ４２の８－１８ …………………４２の４－１８…………………

(　)1

(　)2

(　)3

(　)5

(　)6

(　)4

（注）

（注）

(　)1

(　)2

(　)3

(　)5

(　)6

(　)4

（注）

（注）





九 第４２条の９ ((自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除))  関係

改 正 後 改 正 前

（申告に係るその控除を受けるべき金額） （申告に係るその控除を受けるべき金額）

４２の９－１４ …………………４２の４－１１………………… ４２の９－１４ …………………４２の４－１８…………………

十 第４２条の１０ ((沖縄の特別中小企業者等が事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除))  関係

改 正 後 改 正 前

（申告に係るその控除を受けるべき金額） （申告に係るその控除を受けるべき金額）

４２の１０－１５ …………………４２の４－１１………………… ４２の１０－１５ …………………４２の４－１８…………………


